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【課  題】  

(1) 消防、救急医療機関のより円滑な連携  

(2) 救急搬送・受入れの実態調査及び分析  

(3) 疾病ごとの救急活動プロトコールの策定  

(4) 救急活動の事後検証の推進  

(5) バイスタンダー (傷病者の傍らにいる人 )による応急手当の推進  

(6) 県民へのＡＥＤの普及啓発  

【推進方策】  

救命率のさらなる向上をめざし、病院前救護体制の充実に努める。  

(1) 救急体制の充実  

救急救命士の新規養成に努めるとともに、救急救命士の処置範囲の拡大に適

切に対応することにより、救急体制の充実を図る。（県、市町）  

(2) メディカルコントロール体制の充実  

ア  メディカルコントロール体制のさらなる充実を図り、救急業務の円滑な実

施と消防及び救急医療機関との円滑な連携を行う。（県、市町、医療機関）  

イ  地域メディカルコントロール協議会において疾病ごとの救急活動プロトコ

ールを検討する。（県、市町）  

ウ  事後検証委員会において、救命処置の事後検証を的確に行う。（県、市町） 

エ  メディカルコントロール従事医師の質の標準化を図るため、同医師等を対

象とした研修を実施する。（県、市町）  

(3) 傷病者の搬送及び受入れの実施基準の見直し  

救急搬送・受入れの実態に関する調査などを実施し、問題点や課題を抽出し

た上で、適宜、実施基準の見直しを行い、救急搬送及び受入れの円滑な実施を推

進する。（県、市町、医療機関）  

(4) 応急手当の普及・啓発  

救急隊が現場に到着するまでに、バイスタンダー（傷病者の傍らにいる人）

による応急手当（心肺蘇生、ＡＥＤ等）が実施され、救命の連鎖がスムーズに

行われるよう応急手当の普及・啓発を図る。（県、市町、医療機関、関係団体） 

(5) ＡＥＤの啓発  

ＡＥＤの使用方法についての講習会を開催する等によりＡＥＤの普及啓発

を図る。（県、市町、関係団体）  

(6) 救急安心センター事業（♯ 7119）の全県展開に関する調査研究  

他自治体における先行事例の状況なども踏まえながら、救急安心センター事

業（♯ 7119）の全県展開に関する調査研究を継続する。  

【目  標】  

目標  現状値 目標値(達成年度) 備考  

救 命 救 急 セ ン ター充

実段階評価『 S』の割合  

40％  

（ R4） 

70％  

（ R11） 

全国平均 

32.9％（ R3） 


